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「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく対策の推進について

職場における喫煙対策については、平成８年に「職場における喫煙対策のためのガイ

ドライン」を示し、その推進に努めてきたところであるが、平成１５年５月１日から施

行された健康増進法（平成１４年法律第１０３号）において、事務所その他多数の者が

利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化された

こと等を受け、平成１５年５月に新たに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」

（平成１５年５月９日付け基発第0509001号）（以下「新ガイドライン」という。）を発出

し、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から一層の受動喫煙防止対策

の充実を図っているところである。

今般、職場における喫煙対策の一環として中央労働災害防止協会に委託して行った職

場における喫煙対策の取組み状況についての調査結果が別添のとおりまとまり、喫煙対

策を行う上での新たな課題が明らかになったところである。

本年２月には、世界保健機関たばこ規制枠組条約が発効し、世界的規模で喫煙対策へ

の取組みが行われ、我が国においても様々な取組みが行われていること、また、近年職

場における脳・心臓疾患の問題が大きくクローズアップされてきており、喫煙が脳・心

臓疾患発生のリスクを高めるという知見があることなどを踏まえ、下記の点に特に留意

して、職場における喫煙対策の充実について一層の推進が図られるよう、関係事業場の

指導に努められたい。

記

１ 新ガイドラインでは、受動喫煙を確実に防止する観点からたばこの煙が漏れない

喫煙室の設置を推奨し、やむを得ない場合に喫煙コーナーを設けることとしている

ところであるが、現実には未だ十分な対策がとられていないとの調査結果が得られ

たところである。

特に、喫煙室の設置等喫煙場所の確保が困難な場合、喫煙室が設けられている場

合であっても、喫煙室が屋外排気型になっていない等、十分な対応を行うことが困

難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨する

こと。



２ 関係団体との会合、集団指導等の機会をとらえて、上記１のことも含め、新ガイ

ドラインの一層の周知を図ること。

３ 現在、都道府県快適職場推進センターにおいては、喫煙対策推進のための教育等

の普及啓発事業、各種相談業務等を実施しているところであり、この事業の事業場

への一層の普及に対し指導援助すること。

また、中央労働災害防止協会地区サービスセンターにおいては、事業場のニーズ

に対応して分煙対策に係る技術的指導等を実施しているので、このような機関の活

用を図ること。










